
　
土
岐
市
職
員
の
採
用
試
験
を
次 

の
通
り
実
施
し
ま
す
。 

　
平
成
十
五
年
八
月
一
日 

　
　
　
土
岐
市
長
　
塚
本
　
保
夫 

⑴
試
験
区
分
、
採
用
予
定
人
員
、

勤
務
場
所 

■
助
産
師
お
よ
び
看
護
師
＝
あ
わ

せ
て
三
十
人
程
度
（
市
立
総
合
病

院
、
ま
た
は
老
人
保
健
施
設
に
勤

務
） 

■
薬
剤
師
＝
一
人
（
市
立
総
合
病

院
、
ま
た
は
老
人
保
健
施
設
に
勤

務
） 

■
理
学
療
法
士
＝
一
人
（
市
立
総

合
病
院
、
ま
た
は
老
人
保
健
施
設

に
勤
務
） 

■
病
院
事
務
職
＝
二
人
程
度
（
市

立
総
合
病
院
で
医
療
事
務
、
医
療

相
談
業
務
な
ど
に
従
事
） 

⑵
受
験
資
格 

■
助
産
師
お
よ
び
看
護
師
＝
昭
和

三
十
八
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
、
資
格
取
得
見
込
み
者 

■
薬
剤
師
＝
昭
和
五
十
一
年
四
月

二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
資

格
所
有
（
見
込
み
）
者 

■
理
学
療
法
士
＝
昭
和
五
十
一
年

四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、

資
格
所
有
（
見
込
み
）
者 

■
病
院
事
務
職
＝
短
大
卒
業
以
上

で
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
二
日
以

降
に
生
ま
れ
た
日
本
国
籍
を
有
す

る
方
（
医
療
事
務
な
ど
に
意
欲
の

あ
る
方
） 

※
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
の
各

号
（
成
年
被
後
見
人
な
ど
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で

き
ま
せ
ん
。 

⑶
試
験
の
日
時
、
場
所
、
方
法
お

よ
び
採
用
決
定 

■
助
産
師
お
よ
び
看
護
師
＝
九
月

二
十
五
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
、

市
立
総
合
病
院
で
作
文
試
験
お
よ

び
口
述
試
験
（
人
物
、
常
識
的
知

識
お
よ
び
専
門
知
識
に
つ
い
て
の

面
接
試
験
）
を
実
施
し
ま
す
。
合

格
者
を
決
定
の
上
、
十
一
月
上
旬

（
予
定
）
に
合
格
者
に
通
知
し
、

来
年
二
月
上
旬
（
予
定
）
の
健
康

診
断
で
異
常
が
な
け
れ
ば
四
月
一

日
（
予
定
）
で
採
用
を
決
定
し
ま
す
。 

■
薬
剤
師
、
理
学
療
法
士
お
よ
び

病
院
事
務
職
＝
第
一
次
試
験
は
、

九
月
二
十
一
日
午
前
九
時
か
ら
、

市
立
総
合
病
院
で
教
養
試
験
を
実

施
し
ま
す
。
第
一
次
試
験
の
合
格

発
表
は
、
十
月
上
旬
（
予
定
）
に

受
験
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。
第

二
次
試
験
は
、十
月
下
旬（
予
定
）
に
、

市
立
総
合
病
院
で
作
文
試
験
お
よ

び
口
述
試
験（
人
物
、常
識
的
知
識
、

薬
剤
師
・
理
学
療
法
士
は
、
加
え

て
専
門
的
知
識
に
つ
い
て
の
面
接

試
験
）を
実
施
し
ま
す
。最
終
合
格

者
を
決
定
の
上
、
十
一
月
上
旬（
予

定
）
に
合
格
者
に
通
知
し
、
来
年

二
月
上
旬
（
予
定
）
の
健
康
診
断

で
異
常
が
な
け
れ
ば
四
月
一
日（
予

定
）で
採
用
を
決
定
し
ま
す
。 

⑷
給
料 

▽
助
産
師
、
看
護
師
（
大
学
卒
）
＝

二
十
万
九
千
五
百
円
　
▽
看
護
師 

（
短
大
三
卒
）
＝
二
十
万
三
千 

五
百
円
　
▽
薬
剤
師（
大
学
卒
）＝

十
九
万
六
百
円
　
▽
理
学
療
法
士 

（
短
大
三
卒
）
＝
十
八
万
四
千
百 

円
　
▽
病
院
事
務
職（
大
学
卒
）＝ 

十
七
万
一
千
五
百
円
　 

※
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
定
期
に

昇
給
し
ま
す
（
こ
の
数
字
は
現
行

の
額
で
あ
り
、
国
な
ど
の
改
正
に

準
じ
改
正
さ
れ
ま
す
）
。 

⑸
受
験
の
手
続
き 

　
受
験
申
込
書
（
市
立
総
合
病
院

総
務
課
で
交
付
）
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
八
月
一
日
か
ら
九
月

五
日
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
ま

で
に
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
詳
し
く
は
、
市
立
総
合
病
院
総

務
課
（
☎
　
２
１
１
１
・
内
線
２

８
６
０
）
へ
ど
う
ぞ
。 

※
助
産
師
お
よ
び
看
護
師
で
、
資

格
所
有
者
の
方
に
つ
い
て
は
、
随

時
募
集
し
て
い
ま
す
。 

6２００３.８.１ 

◯５５ 

あ な た の 力 を 発 揮 し ま せ ん か 

　市庁舎３階にありました中心市街地整
備推進室は、中心市街地の整備・推進に
万全を期するため、土岐市駅南（土岐駅
前郵便局から東へ約30ｍ）に事務室を設
置し、７月に移転しました。 
　主な事業は、中心市街地活性化事業、
新土岐津線などの整備、土岐市駅周辺再
開発事業などです。 
　今後ともご理解、ご支援をお願いしま
す。 
　詳しくは、中心市街地整備推進室（☎

◯５３0816）へどうぞ。 

　市庁舎３階にありました中心市街地整
備推進室は、中心市街地の整備・推進に
万全を期するため、土岐市駅南（土岐駅
前郵便局から東へ約30ｍ）に事務室を設
置し、７月に移転しました。 
　主な事業は、中心市街地活性化事業、
新土岐津線などの整備、土岐市駅周辺再
開発事業などです。 
　今後ともご理解、ご支援をお願いしま
す。 
　詳しくは、中心市街地整備推進室（☎

◯５３0816）へどうぞ。 
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